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 生産緑地（特定生産緑地を含む。）において、生産緑地法第 10 条に規定する買取り事由

が生じた場合は、当該生産緑地の全部又は一部（営農継続が可能な面積を確定したうえで、

残りの部分）について買取り申出することが可能です。 

 

   ＜注意事項＞ 

 生産緑地の買取り申出は、生産緑地に指定された日から 30 年を経過したとき、又は指定後に当該生産緑地の

農林漁業の主たる従事者が死亡し、若しくは農林漁業に従事することが不可能にさせる故障となった場合に、土地

所有者から申出することができる制度です。 

 指定後に当該生産緑地の農林漁業の主たる従事者の死亡又は従事することができない事由により買取り申出を

行う際は、その者が従事していたすべての生産緑地を買取り申出していただくか、又はその他の従事者において営

農継続が可能な面積を確定したうえで、営農継続が不可能な生産緑地を買取り申出することができます。ただし、

買取り申出せずに残した生産緑地については、先の買取り申出と同じ方の理由では買取り申出はできません（１所

有者１回限り）ので、ご家族とよくご相談のうえ手続を行っていただきますようお願いします。 

  

１ 買取り申出ができる要件 

 買取り申出ができる要件は、次のとおりです。 

  ⑴ 申出基準日から３０年経過（特定生産緑地は、指定期限日から１０年経過） 

  ⑵ 当該生産緑地に係る農業の主たる従事者（当該生産緑地に係る農業の業務に、当該

業務につき生産緑地法施行規則第３条の規定により算定した割合以上従事しているも

のを含む。）（以下「主たる従事者」という。）の死亡 

  ⑶ 主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる次に掲げる故障 

   ア 両眼の失明 

   イ 精神の著しい障害 

   ウ 神経系統の機能の著しい障害 

   エ 胸腹部臓器の機能の著しい障害 

   オ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害 

   カ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著し     

い障害 

   キ アからカまでに掲げる障害に準ずる障害 

   ク １年以上の期間を要する入院 

   ケ 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所する場合 

   コ 著しい高齢（満 80 歳以上）となり運動能力が著しく低下した場合 

   サ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第３項に規定する要介護者の認

定を受けている場合 

生産緑地の買取り申出について（生産緑地法第 10 条関係） 令和８年１月更新 
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２ 提出書類 

 生産緑地の買取り申出をされる場合は、以下の書類を提出してください。 

なお、詳細については、Ｐ８の生産緑地の買取申出に必要となる書類をご確認くださ

い。 

提出書類 提出部数 

① 生産緑地買取申出書（様式 11） １ 

② 印鑑登録証明書（発行日から３箇月以内のものに限る。） １ 

③ 位置図（縮尺 1/2500 以上の地図又は住宅地図等） １ 

④ 登記事項証明書（発行日から３箇月以内のものに限る。） １ 

⑤ 公図の写し（発行日から３箇月以内のものに限る。） １ 

⑥ 権利を消滅する旨の書面（様式１2） 

  （当該生産緑地が他人の権利の目的※1 となっている場合に限る。） 
１ 

⑦ 主たる従事者証明（当該生産緑地が農地又は採草放牧地に限る。） １ 

⑧ 買取り申出事由を確認するための書類（事由に応じて必要書類を添付） １ 

⑨ その他（必要に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。） １ 

   

３ 提出先 

   申請地を所管する農業振興センターに提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※1 他人の権利の目的とは：所有権以外の権利で、地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは
抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押の登記又は農地等に関する買戻しの
特約の登記をいう。  
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４ 生産緑地買取り申出の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊1 都市計画課において買取申出書を受付けした日（買取申出日）から、起算して 3 月以内に当該生産緑地の所有権の移転（相続その他の一

般の継承による移転を除く。）が行われなかったときは、行為の制限（生産緑地法第 7 条から第 9 条までの規定）の解除となります。 
＊2 5 月から翌年 4 月末までに買取り申出された生産緑地については、翌年度の都市計画審議会の議を経て廃止手続を行います。 

土地所有者からの買取申出書の提出 
（各農業振興センター 仮受付） 

 

必要に応じて相談してください。（都市計画課） 個別相談 

【提出書類の確認】 
① 生産緑地買取申出書（様式 11） 
② 印鑑登録証明書 
③ 位置図 

④ 登記事項証明書（土地） 
⑤ 公図の写し 

土地区画整理事業施行区域内においては、仮換地地積

証明書及び仮換地指定図 
⑥ 権利を消滅させる旨の書面（様式 12） 
⑦ 主たる従事者証明 

⑧ 買取り申出事由を確認するための書類 
⑨ その他 必要書類 

買取申出書の受付 
（買取申出日*1） 

地方公共団体等への 
買取り意向の照会 

買取らない場合 

買取る場合 

農地等所有者が行う手続等 

 
京都市 買取り申出事由の発生 

主たる従事者証明書 
（農業委員会） 

（地方公共団体等） 
買取りの有無の回答 

買取り通知（買取る
又は買取らない旨の
通知） 

買取り通知 
の受取 

買取り協議 

公園・緑地等 
として整備 

（都市計画変更（生産緑地から除外）） 

あっせん成立の場合 
営農の継続 

（生産緑地の管理） 

あっせん不調の場合 
行為の制限の解除*2 
（買取申出日から 3 箇月） 

価格の協議 
（成立しない場合は収用委

員会による決裁を申請） 

農林漁業希望者への 
あっせん 

（農地のみ農業委員会であっせん） 

農林漁業希望者への
あっせん依頼 

都市計画手続 
生産緑地の廃止*3 

買
取
申
出
日
か
ら
１
箇
月
以
内 

生産緑地法第 12 条 

生産緑地法第１０条 

生産緑地法第 11 条 

生産緑地法第 13 条 

生産緑地法第 1４条 

凡例 

買取る場合 

照会 

回答 

買取らない旨
の通知の受取 
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 ５ 提出書類の記載方法等について 

   ① 生産緑地買取申出書（様式１1） 

  複数の生産緑地を買取り申出される場合は、筆ごとに生産緑地買取申出書を作成

してください。 

・「申出をする者」の欄：当該生産緑地の所有権を有する者の住所、氏名、電話番号 

を記入してください。土地所有者が複数いる場合、若しくは死亡している場合は、 

次の方法により申出してください。（実印による押印が必要） 

 

 【土地所有者が複数いる場合】 

  「申出する者」の欄には、「裏面のとおり」又は「別紙のとおり」と記入し、 

買取申出書の裏面又は別紙に土地所有者の住所、氏名、電話番号を記入してく

ださい。（実印による押印が必要） 

※ 別紙の場合は、買取申出書とともにホッチキス等により綴じ、申出をする者の実印による割印が
必要です。 

《記入例》 

 

 

 

 

・別紙の場合 

 

 

 

 

 

 

 

  【所有権を有する者が死亡している場合】 

 土地所有者が死亡し、相続等の所有権移転登記が未登記の場合、被相続人の

財産を受継ぐ権利を有した者（以下「相続人」という。）を証明する書類を添

付したうえで、相続人により申出を行うことができます。 

必要となる書類については、P９の所有権を有する者が死亡している場合に

必要となる書類（相続人を証明する書類）をご確認ください。 

 

・「買取り申出の理由」の欄：該当する項目を基に記入してください。 

  【生産緑地の指定の告示の日から起算して 30 年を経過した場合】 

  《記入例》 

   ・「指定の告示の日から 30 年を経過したため」と記入してください。 

「裏面のとおり」又は「別紙のとおり」と

記載してください 

生産緑地買取申出書 

（あて先）京都市長 

 
 

 

    年 月 日 

別紙 様式１０（裏） 

○印 

□印 

◇印  

住所 京都市○○区○○町△ 

氏名 京都 太郎 

電話番号 123-4567 

 

住所 京都市○○区○○町△ 

氏名 京都 花子 

電話番号 123-4567 

 

住所 京都市□□区××町◇ 

氏名 京都 二郎 

電話番号 987‐6543 

 

○印 

□印 

◇印  

申出をする者の実印により割印 

生産緑地買取申出書 

様式１０（表） 

ホッチキスなどで止める 

（様式１０） 
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 【主たる従事者が死亡又は故障の場合】 

 主たる従事者が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる

故障を有するに至った理由を記入してください。 

  《記入例》 

  ・主たる従事者の死亡のため 

  ・主たる従事者の故障のため 

  ・主たる従事者の高齢のため 

 

・「生産緑地に関する事項」における 

 「所在及び地番」、「地目」及び「地積」の欄：当該生産緑地の登記事項証明書に 

記載している所在、地目及び地籍を記入してください。 

 ※ 土地区画整理事業区域内で仮換地指定後の農地等については、下段にかっこ書きで、仮換地後
の「所在及び地番」、「地目」及び「地積」を記入してください。 

 ※ 生産緑地である土地の一部を買取り申出する場合は、原則として土地の分筆登記後に申出し
てください。 

「当該生産緑地に存する所有権以外の権利」の欄：当該生産緑地の登記事項証明 

書の乙区に記載している所有権以外の権利を記入してください。 

 

《記入例》地積のみが登記事項証明書に記載されている内容と違う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「参考事項」における 

「⑴当該生産緑地に存する建築物その他の工作物に関する事項」の欄：建築物 

等がなければ記入いただく必要はありません。 

「⑵買取り希望価格」の欄：申請者の任意の額を記入。 

※ ただし、市が買取る場合は、不動産鑑定士、官公署等の公正な鑑定評価を経た近傍類地の取引価
格や公示価格を考慮して算定した額となり、買取り希望価格とは異なる場合があります。 

     

生産緑地買取申出書 

（あて先）京都市長 

 申出をする者 
住 所  

氏 名  

    年 月 日 

 生産緑地法第 10 条の規定に基づき、下記により、生産緑地の買取りを申し出ます。 

記 

１ 買取り申出の理由 

 

２ 生産緑地に関する事項 

所在及び地番 地目 地積 
当該生産緑地に存する所有権以外の権利 

種類 内容 当該権利を有する者の氏名及び住所 

  

   ㎡  

   

３ 参考事項 

 

 

（様式 9） 
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   ② 印鑑登録証明書（発行日から３箇月以内のものに限る。） 

    申出をする者の印鑑登録証明書を添付してください。 

 

   ③ 位置図（縮尺 1/2500 以上の地図又は住宅地図等） 

    当該生産緑地の区域を朱書き等で示した地図を添付してください。 

 

   ④ 登記事項証明書（発行日から３箇月以内のものに限る。） 

 照会番号付きに限り、オンライン（登記情報提供サービス）で取得したものでも

可能です。 

 

   ⑤ 公図の写し（発行日から３箇月以内のものに限る。） 

    公図に当該生産緑地の区域を朱書き等で示してください。 

 照会番号付きに限り、オンライン（登記情報提供サービス）で取得したものでも

可能です。 

※ 土地区画整理事業区域内で仮換地指定後の農地等については、仮換地地積証明書及び仮換地指定図
を添付してください。（事業を担当している区画整理事務所にお問合せください。） 

 

   ⑥ 権利を消滅させる旨の書面（様式 12） 

 当該生産緑地が他人の権利の目的となっている場合は、その権利者の住所、氏名

を記載のうえ、実印を押印するとともに、印鑑登録証明書（発行日から３箇月以内

のものに限る。）等を添付してください。 

 所有権以外の権利者から権利を抹消する旨の書面を得ることができない場合は、

それらの権利を抹消したうえで、買取り申出を行ってください。 

  ※ 財務省（大蔵省）の抵当権において、税務署から担保物解除書が発行されている場合は、その書面

を持って権利を抹消する旨の書面に代えることができます。なお、領収書等の書面は、権利を抹消

する旨の書面に代えることはできません。 

 

   ⑦ 主たる従事者証明（当該生産緑地が農地又は採草放牧地に限る。） 

 農業委員会が発行するその者が当該生産緑地の主たる従事者に該当することに

ついての証明書を添付してください。 

   

   ⑧ 買取り申出事由を確認するための書類（事由に応じた必要書類を添付）  

ア 主たる従事者の死亡による場合 

 ・除籍謄本又は住民票除票 

イ 主たる従事者の高齢（満 80 歳以上）による場合 

 ・申立書（様式 13）に必要事項を記入し、実印による押印が必要 

 ・印鑑登録証明書（申出する者と同じ場合は、前述５②による書類で可。） 
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＜注意事項＞ 

※ 申立書（様式１３）の「故障の状況」については、具体的な運動能力の著しい低下につ

ながった故障（障害）の状況の記入が必要です。 

【記入例】 ※具体的な故障の理由を記載してください。 

・高齢のため四肢の筋力の低下があり、農業をすることができない。 

・高齢のため体力の衰えがあり、なおかつ腰痛の持病があるため農業をすること

ができない。 

ウ 1 年以上の入院又は身体的障害（故障）による場合 

 ・医師の診断書 

  ＜注意事項＞ 

 ※ 医師の診断書には、農業（農作業）に従事することが「不可能」若しくはこれに準ずる文言が明記

されていること。また、併せて「加療中」若しくはこれに準ずる記載がある場合は、今後、回復・治

療により、再度、農業（農作業）に従事できる可能性がないと明確かつ、客観的に判断できることが

必要です。 

   これらの内容の記載がない診断書については、買取り申出事由に該当するか否か判断することがで

きないため、買取申出書の受取りができませんのでご注意ください。 

エ 老人ホーム等の施設入所による場合 

     ・入所施設が発行する入所証明書 

オ 要介護認定による場合 

     ・介護保険被保険者証の写し 

 

   ⑨ その他 

必要に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。 

・ 添付書類に記載された住所が異なる場合等は、その関係を裏付ける書類 

・ 買取り申出事由が生じた日から３年以上を経過している場合、買取り申出が遅

れた理由を記した理由書。（ただし、理由によっては、買取申出書の受取ができ

ませんのでご注意ください。）なお、５年を超えるものは受付できません。 
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生産緑地の買取申出に必要となる書類 

                            ◎印は必須、△印は該当する場合に必要 

提出書類 発行機関 備 考 
原本 

還付 

１ 生産緑地買取申出書（様式 11） ◎ — 実印を押印 不可 

２ 印鑑登録証明書 ◎ 区役所 発効日から３箇月以内のもの 不可 

３ 位置図 ◎ — 
縮尺 1/2500 以上の地図又
は住宅地図等 

 

４ 

当該農地の公図の写し ◎ 法務局 

発効日から３箇月以内のもの 可 
 

・土地区画整理事業区域内で仮換地指後の農地等
については、仮換地指定図の写し 

△ 区画整理事務所 

５ 

当該農地の土地登記事項証明書 ◎  

発効日から３箇月以内のもの 可 
 

・土地区画整理事業区域内で仮換地指定後の農地
等については、仮換地地籍証明書 

△ 区画整理事務所 

６ 

権利を抹消する旨の書面（様式 1２） 

△  

別紙様式に実印を押印のう
え、印鑑登録証明書（発行日か
ら３箇月以内のもの）を添付 
 
地上権、地役権で、土地収用法
第 3 条に規定する事業に該当
するものは、同意書の必要は
ありません。 

 
 
 
 
 

不可 
 
 

・所有権以外の権利が設定されている場合は、そ
の権利設定を消滅させる旨の書面 

※ 権利を抹消する旨の書面がない場合は、それらの権利を抹
消したうえで、申出してください。 

  財務省（大蔵省）の抵当権において、税務署から担保物解
除書が発行されている場合は、その書面を持って権利を抹消
する旨の書面に代えることできます。（領収書等は不可） 

７ 

主たる従事者証明 △ 農業委員会 
30 年を経過した事由の場合
は必要ありません。 

 
 

不可 

 
・買取り申出事由が生じた日から３年以上を経過

している場合は、別途、買取申出が遅れた理由を
記した理由書 

△  
やむを得ない事由が確認でき
ない場合は、買取申出が受理
できない場合があります。 

８ 

買取り申出事由を確認するための書類 ◎  
30 年を経過した事由の場合
は必要ありません。 

 

 
 
 
 
 
 

主たる従事者の死亡による場合 
・除籍謄本又は住民票除票又は法定相続情報証明 

△   可 

高齢（満８０歳以上）による場合 
・申立書（様式 13） 

△  

実印を押印し、印鑑登録証明
書を添付。（年齢要件の確認資料
を兼ねる。なお、申出をする者と

同じ場合は、２による書類で可） 

不可 

入院（１年以上）による場合 
・医師の診断書 

△   不可 

老人ホーム等の施設入所による場合 
・入所施設が発行する入所証明書 

△   不可 

身体的障害による場合 
・医師の診断書 

△   不可 

要介護認定による場合 
・介護保険被保険者証の写し 

△  要支援は適用外。  

９ 委任状 △  
本人以外が申出書の提出
を行う場合 

不可 

１０ 
その他 
・添付書類に記載された住所等が異なる場合は、その関係を裏付ける書類等が必要になります。 
・必要に応じて、上記以外の書類を添付していただく場合があります。 

＜注意事項＞ 

＊ 当該生産緑地について、所有者の変更、所有者の住所の変更、土地の合筆・分筆・地積更生に伴い土地登記事項

証明書に変更が生じた場合は、生産緑地地区指定台帳を変更するための「生産緑地変更届」の提出が買取申出前に

必要となります。



９ 
 

所有権を有する者が死亡している場合に必要となる書類（相続人を証明する書類） 

 

相続登記が完了している場合は、土地登記事項証明書記載の所有者が申出をする者となり

ますが、相続未登記の場合は次のとおりです。 

・遺産分割協議が完了している場合は、①と②若しくは①と③の書類を添付のうえ、相続

人全員による連名での申出となります。 

・遺産分割協議が未了の場合は、②あるいは③の書類を添付のうえ、法定相続人全員によ

る連名での申出となります。 

 

 

提出書類 発行機関 備考 原本 

還付 

①遺産産分割協議書 － 
遺産分割協議書に添付する相続人全員の印

鑑登録証明書を含む 
可 

②法定相続情報証明 法務局 
住所の記載があるもの 可 

③相続関係図 －  可 

 被相続人の戸籍謄本 区役所等 出生から死亡までのもの、原戸籍・除籍

含む、必要に応じて附票 
可 

 相続人全員の戸籍謄（抄）本 区役所等  可 

 相続人全員の住民票 区役所等 本籍の記載があるもの 可 


